
令和６年８月２９日 

文 部 科 学 省 

初等中等教育局児童生徒課 

 

 

学校教育法施行規則の一部を改正する省令等（案）に関する 

パブリックコメント（意見公募手続）の結果について 

 

 「学校教育法施行規則の一部を改正する省令等（案）」について、令和６年７月 11 日

から令和６年８月 15 日までの期間、電子政府の総合窓口(e-Gov)等の意見提出フォームを

通じて、広く国民の皆様から御意見の募集を行いましたところ、合計 126 件の御意見を

いただきました。 
 今回御意見をお寄せいただきました多くの方々の御協力に厚く御礼申し上げます。 

 いただいた主な意見の概要及びそれに対する文部科学省の考え方は別紙のとおりです。

なお、とりまとめの都合上、内容により適宜集約させていただいております。貴重な御意見

をお寄せいただき、厚く御礼申し上げます。 

 

 

 



（別 紙） 

 

分 野 主な意見の概要 文部科学省の考え方 

１．不登校

児童生徒

や保護者

への負担

について 

 

 不登校児童生徒や保護者に対し

て、成績がつくように学習しなけ

ればならないというプレッシャー

がかかる危険性がある。 

 本法令改正は、学校外の機関や自宅等

において学習を続けている不登校児童生

徒の努力の成果の適切な評価を促進する

ことを目的として、告示に定める一定の

要件の下、学校の判断で不登校児童生徒

の成績評価を行うことができる旨を法令

上でも明確化したものです。 

そのため、多様な状況にある不登校児

童生徒に対して、一律に告示の要件を満

たし成績評価の対象となることを求めて

いるものではありません。通知等を通じ

て、その趣旨の徹底に努めてまいります

。 

 学校による定期的・継続的な状

況把握は、不登校児童生徒や保護

者にとって負担が大きいのではな

いか。 

 学校が不登校児童生徒の成績評価を

行うには、当該児童生徒の学習活動の

状況等を可能な限り把握できている必

要があり、そのためには定期的・継続

的な状況把握を行う必要があると考え

ています。 

２．学校現

場への負

担につい

て 

 多忙な学校現場に過度な負担を

かけることになり、反対である。

不登校児童生徒の成績評価を導入

するのであれば、その負担に応じ

た必要な体制整備や業務縮減が必

要。 

 不登校児童生徒の学習成果の成績評価

はこれまでも可能であったところ、この

度の法令改正は、一定の要件の下、学校

の判断で不登校児童生徒の成績評価を行

うことができる旨を法令上明確化したも

のです。 

教師を取り巻く環境整備については、

令和６年８月にとりまとめられた「「令

和の日本型学校教育」を担う質の高い教

師の確保のための環境整備に関する総合

的な方策について（答申）」を踏まえ、

学校における働き方改革の更なる加速化

、教師の処遇改善、学校の指導・運営体

制の充実を一体的・総合的に推進するこ



ととしております。 

３．不登校

児童生徒

の学習成

果に対す

る成績評

価の困難

さについ

て 

 不登校児童生徒の成績評価に際

しては、登校している児童生徒と

公平な基準で評価を行う必要があ

るが、教師が、その公平性を保ち

つつ、学習状況を直接確認できな

い不登校児童生徒の成績評価を行

うことは困難であり、本法令改正

には実効性がない。 

本法令改正は、一定の要件の下、学校

の判断で不登校児童生徒の成績評価を行

うことができる旨を法令上でも明確化し

たものです。観点別学習状況や評定を記

載することが困難な場合は、指導要録の

所見欄にその学習状況を文書記述するな

ど、次年度以降の当該児童生徒の指導の

改善に生かすという観点に立った、適切

な記載に努めることは重要であると考え

ており、通知等を通じて、その趣旨の徹

底に努めてまいります。 

成績評価を行うかは学校が判断

すべきものであり、本法令に基づ

いて、成績評価を行うことを強要

されないようにしてほしい。 

４．不登校

児童生徒

の多様な

学習成果

への評価

について 

 在籍する学校の教育課程とは異

なる内容のものも含め、不登校児

童生徒の多様な学習成果を評価で

きるようにすべき。 

 学校の成績評価は、在籍する学校の教

育課程に照らして行われるものであると

考えています。 

５．学校ご

との対応

の違いへ

の懸念に

ついて 

 学校ごとに対応が変わらないよ

うに文科省が統一的な基準を設け

るなど、不登校児童生徒の成績評

価に係る基準の統一化・明確化を

してほしい。 

 成績評価は在籍する児童生徒の学習活

動等の状況を把握している各学校におい

て行われるものであり、文部科学省が統

一的な基準を設けることは困難と考えて

いますが、各学校における取組状況の情

報提供を行うなど、必要な対応について

検討を行ってまいります。 

６．法令改

正に関す

る周知に

ついて 

 本法令改正の趣旨が現場に伝わ

るように、周知を徹底してほしい

。 

 通知や各種説明会等を通じて、本法令

改正の趣旨の徹底を図ってまいります。 

７．魅力あ

る学校づ

くりの必

要性につ

いて 

 成績評価をできるようにする以

前に、学校を魅力ある環境にする

ように取り組むべき。 

 全ての子供が安心して学べる魅力的な

学校づくりを推進することは重要であり

、令和５年３月のCOCOLOプランにおいて

、不登校児童生徒の多様な学びの場の確

保を推進しているところです。学校が児



童生徒にとって生活しやすい雰囲気とな

るよう改善する取組や、柔軟な学びの実

現に向けた授業の改善、いじめ等の問題

行動に対する毅然とした対応の徹底等を

通じて、全国における魅力ある学校づく

りに取り組んでまいります。 

８．その他 本法令改正によって不登校を助長

することとなるのではないか。 

本法令改正は、学校外の機関や自宅等

において学習を続けている不登校児童生

徒の努力の成果の適切な評価を促進する

ことを目的として、告示に定める一定の

要件の下、学校の判断で不登校児童生徒

の成績評価を行うことができる旨を法令

上でも明確化したものであり、不登校を

助長するものではありません。 

学校の役割は極めて大きく、不登校に

より学校教育を受ける機会を得られない

ことは将来にわたって社会的自立を目指

す上でリスクが存在することから、まず

は誰もが安心して学べる魅力ある学校づ

くりを推進することが重要であると考え

ています。 

本法令改正において成績評価に当たっ

ては、学校が保護者等との十分な協力体

制を保ち、不登校児童生徒本人と関わり

を継続すること等を求めておりますが、

通知においても、必要な程度を超えて不

登校の期間が長期にわたることを助長し

ないよう留意することを徹底してまいり

ます。 

※上記のような本法令改正に対する直接の御意見のほかにも、 
 ・現行の成績評価そのものの妥当性についての御意見 
 ・調査書の在り方についての御意見 
 ・フリースクール等への運営補助や学校外の学習への経済的支援を求める御意見 
など様々な御意見を頂きました。 


